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会員の皆様におかれましては、非常事態宣言が全都道府県で解除されましたが、新型コロナウ

イルスの感染が終息した訳ではなく、引き続き各地で日々の感染防止対策につきまして様々なご

対応に苦慮されている事と思います。 

その様な中、先日可決された第 2次補正予算にて医療従事者や介護従事者へのいわゆる『慰労金』

の支給が決定したことに関して、多くの会員の皆様より保育士が慰労金支給の対象となっていな

い事に対する不満の声が寄せられておりました。 

当連盟と致しましても、去る 5月 20日（水）に開催致しました『保育施設における新型コロナウ

イルス感染防止対策第２回政策検討会』にて、政策検討 PT の保育推進賛助国会議員の先生方と、

この『慰労金』についても今後の対応について協議を行い、これまで国へ様々な働きかけを行っ

て頂いた所です。 

厚生労働省からは、今回保育士が慰労金支給の対象となっていない事に関して 

①利用者が、感染すると重症化するリスクが高いと必ずしも言えないこと 

②利用者数にかかわらず、運営費が通常通り支給されていること 

等を踏まえ、慰労金の対象となっていない。 

との見解でしたが、これに対して会長代行江渡聡徳先生をはじめ多くの先生方より様々な場面に

おきまして、3 月以降の小学校等の臨時休校時や非常事態宣言時の各業種への休業要請時におい

ても、社会活動を支える柱として政府の保育実施要請に応え、感染リスクを抱えながらも、医療

従事者をはじめ社会インフラを支える仕事に従事している家庭のお子さんの保育を行い、この数

ヶ月間、国の感染拡大防止対策や社会活動への貢献を行ってきた保育現場への評価をきちんと行

う様 要望頂くとともに、その評価として慰労金支給の対象とするよう政府へ要望して頂きました。 

 

その結果、本来の要望からすると十分な結果とは言えませんが、第 2 次補正予算にて決定してい

る『新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金』＊別紙資料参照 における「②職員が感染

症対策の徹底を図りながら保育を継続的に実施していくために必要な経費（研修受講、かかり増

し経費等）」において、かかり増し経費を人件費に使用出来るよう運用を明確にし、そのなか

で慰労金を含む手当等の支出が可能となる様にするとの方針が決定されました。 

 

又、この補助金に関しましては昨年度末より『保育環境改善等事業』へ追加創設されている補

助金（感染症対策として衛生備品等の購入費補助金＊上限 50万円）とは別途の補助金となる事も

確認しておりますので、昨年度末に『保育環境改善等事業補助金』を活用されている施設につい

ては、今年度は『新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金』の上限 50万円のみとなります

が、昨年度末に『保育環境改善等事業補助金』を活用されていない施設については、今年度は『保

育環境改善等事業補助金』の上限 50万円と『新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金』の

上限 50万円の合計 100万円を上限に補助金を活用できる事も併せてご報告致します。 
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その他、情報提供と致しまして 4月後半ごろより、ネットニュースを中心に臨時休園期間中や

登園自粛要請期間中における保育士への給与等人件費の一部不支給の問題が取り上げられていま

す。この件に関しましても厚生労働省保育課とこれまで非公式ではありますが数回にわたり意見

交換を重ねて参りました。 

今回の慰労金の問題とも非常に密接に関係する問題ですのでこの場でご報告させて頂きます。 

 

報道等では一部の施設で、登園自粛等により利用児童が減少したのに伴い、自宅待機や臨時の休

暇となった職員に対して給料の減額や年次有給休暇の強制取得などが行われている事を指摘され

た問題です。 

保育は、医療や介護・障害の制度（公定価格）とは仕組みが根本的に違い、医療や介護・障害に

ついては利用実績に基づくいわゆる『実績払い』の仕組みですが、私たち保育園・こども園の公

定価格（施設型給付費）については利用実績には関係なく在籍数に基づくいわゆる『在籍払い』

であるとの違いがあり、国は在籍払いとして人件費を含む施設型給付費を全額支給しているので

職員への給与については適正に（全額）支払うよう求めています。 

それに対し、報道等にある様に一部施設にて実際に勤務しなかった場合の給与減額が行われてい

ると報道されています。 

この様な事例が多く続くと、公定価格見直し議論の際に在籍払いから実績払いへの変更を促す議

論に拍車を掛けかねないと非常に危惧しております。 

それについては厚生労働省保育課も同じ意見でした。 

又、厚生労働省保育課より、その様な事例の多くは株式会社立であり、社会福祉法人立の多くの

園ではきちんと対応頂いているのは承知しているとの話もありました。 

又、去る 5月 20日（水）に開催致しました『保育施設における新型コロナウイルス感染防止対

策第２回政策検討会』においても今後の大きな課題として、新型コロナによる経済への大きな打

撃により、今後人事院勧告が下がる事も予想されており、そうした場合に人事院勧告に連動して

公定価格が引き下げられる様な事態にならない為の運動を今後更に行っていく必要があります

が、この様な事例があると公定価格引下げ議論へ加速していくのではと非常に危惧しております。 

 

又、公金の適正使用の観点から、保育園等による国の助成金（小学校休業等対応助成金・雇用調

整助成金）申請についても、保育園等が助成金申請を行う事に対する是非の議論が行われており

ましたが、内閣府より発出されている 『新型コロナウイルス感染症により保育所等が臨時休園等

した場合の「利用者負担額」及び「子育てのための施設等利用給付」等の取扱いについて FAQ』 に

て助成金申請に関する取扱いが示されましたので、会員の皆様におかれましては適正に対応して

頂けます様、内閣府ＦＡＱの内容確認をお願い致します。*資料別紙参照 
 

昨年度は公定価格見直し議論の中で、公定価格の引き下げが行われかねない状況を何とか引

下げさせない様決着できましたが、以上の様な情勢から今後の公定価格の動向も楽観視でき

ない状態が続きますので、当連盟と致しましても保育現場の充実の為に今後とも更なる運動

を展開して参りますので、引き続き会員の皆様のご協力の程宜しくお願い致します。 










